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センター代表 杉浦 康晴 

ＡＩによる無人化・自動化 

 今年の夏の暑さは大変厳しく、名古屋でも

観測史上初の４０度超えの最高気温４０．３

度を記録するなど各地で最高気温を更新しま

した。この暑さで体調を崩された方も多いの

ではないでしょうか。 

 ようやく少しずつではありますが厳しい暑

さも緩み、過ごしやすくなってきました。こ

れからは行楽にスポーツ、読書にグルメに楽

しみな季節となります。当センターでも「秋

の高山祭の旅」を企画しておりますので一緒

にお楽しみいただきたいと思っております。 

 さて、最近の人手不足問題や人件費増によ

る経営圧迫の問題に対応すべく、無人化サー

ビスのビジネスがますます加速しておりま

す。労働人口が減り、超高齢化社会に入って

いく中で求人の需給バランスが崩れていくこ

とは一目瞭然です。人手不足がますます進ん

でも給与をずっと上げ続けることは困難で

す。固定費を上げることで企業の収益が悪化

し、企業維持ができなくなっては本末転倒で

すからいかに効率よく収益を上げていくかを

考えていかねばなりません。 

 そのためにもサービスの品質、内容を均一

にそして低コストで提供するためにも無人化

サービスを利用していくことはますます必要

になっていきます。すでにスーパーや小売店

では無人レジを導入しており、飲食店でも

タッチパネルで注文できるシステムは増加し

ています。スポーツジムなど無人の時間を作

ることで人件費等コストを抑え、低価格で

サービスを提供する企業も急激に増えてきま

した。利用者にとっては低価格で同じサービ

スが受けられるのであればメリットが大き

く、今後もますます増加するものと思われま

す。 

 医療・介護業界でも人手不足は深刻で、今

後この問題の解消の見込みは薄いため、ロ

ボットの導入を検討するというケースが増え

ています。そうはいってもサービス提供をロ

ボット任せにする訳ではないため、顧客が

サービスに何を求めているかをしっかり見極

めなければなりません。システムとして無人

化・自動化することは簡単でもスタッフの経

験、その経験から得る勘や知識など習熟度が

必要になってくる場合に対応できるのか等、

先々に発生しそうな課題も懸念されます。Ａ

Ｉによる無人化・自動化は当たり前の時代に

入りますが、逆に人に頼るべきところをしっ

かり押さえることは企業としてのクオリティ

維持、向上していく上で必要となるでしょ

う。 

 ＡＩによる無人化・自動化は顧客のニーズ

の把握、自社の方向性等、また収益も含めて

計画的にかつスピーディーに対応していくこ

とが求められています。時代の流れに乗りつ

つ、この流れをビジネスチャンスとしていき

たいものです。 



３ 

 平成31年10月1日より、消費税の消費税率が8％から10％に変更されると同時に、ある特定

の品物を対象に、消費税率を8％のままで計算する軽減税率が適用されます。 

 

≪何が軽減税率の対象になるの？≫ 

 

軽減税率対象物 

 

 ①食品表示法に規定する飲食料品等と一体資産（※） 

  ・宅配 ・テイクアウト ・有料老人ホームでの飲食料品の提供 ・出前 

  ・飲食料品を販売する際に使う包装材料,容器 ・屋台の軽食（飲食設備が無い場合）  

  ・コンビニのイートインで持ち帰りの容器に入っている食品   

 

  ※一体資産とは、お菓子に付随するおまけのように食品と食品以外の資産が一体である 

   資産です。条件…税抜価額が1万円以下で、食品の占める割合が3分の2以上の資産 

 

 ②新聞…定期購読契約に基づき、週2回以上発行されるもの 

 

軽減税率対象に含まれない物 

 

  ・酒税法規定の酒類 ・レストラン等での外食 ・贈答用の包装(有料) 

  ・ケータリング ・出張料理 ・医薬品 ・医薬部外品  

  ・コンビニのイートインコーナーでの飲食前提の飲食用品 

 

≪帳簿や請求書の変更は必要ですか？≫ 

 

 消費税の税率が平成31年10月1日から変更されるため、複数の税率が混在する事になりま

す。その為、軽減税率対象商品の売上や仕入がある事業者の方は、帳簿・請求書の保存方式が 

変更になります。具体的な名称は区分記載請求書等保存方式と言います。 

 

区分記載請求書等保存方式 期間 平成31年10月1日～平成35年9月30日 

消費税の軽減税率について 

葵総合税理士法人 税務会計部 三宅 由里 
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≪事業者がやらなければならないことって？≫ 

 

飲食料品の売上げ・仕入れ両方ある課税事業者…区分経理や、区分記載請求書等の交付 

飲食料品の仕入（経費）がある課税事業者…仕入についての取引ごとの税率による区分経理 

免税事業者…課税事業者との取引を行う際、区分記載請求書等の交付を求められる場合があり

ます。 

※免税事業者から仕入れたとしても、区分記載請求書等の保存は必要です。 

※仮に仕入先からの請求書に軽減税率や、税率ごとに区分し合計した税込対価に関する記載が 

 無かった場合、交付を受けた事業者自らが、取引の事実に基づいて追記する事が可能です。 

※平成35年10月1日以後は「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」へ 

 変更となりますが、今回は説明を割愛致しました。 

 

 

≪制度対応に伴う経費の一部を補助する制度はありませんか？≫ 

 

消費税の軽減税率の制度が始まり、請求書等の保管様式も変化します。その対応が必要となる

事業者等の方には、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金という制度が有ります。 
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軽減税率対策補助金 申請類型 

 

Ａ型…複数税率でも計算出来るレジの導入や、既存のレジの改修に対する補助金 

Ｂ型…電子的な受発注システムの機能の改修に対する補助金 

補助対象経費に補助率を乗じた額が上限額を超えない事が条件です。 

 

Ａ－１レジ導入型  

1. レジ本体機器 補助金上限額 1台あたり上限20万円 

          補助率 レジ1台と付属機器等を導入し、その合計金額が 

             3万円未満の場合 4分の3 

             レジ2台以上またはレジ1台のみと付属機器の合計額が 

             3万円以上の場合 3分の2 

2. 設置に要する経費 補助金上限額 導入するレジの台数×20万円 補助率 3分の2 

           

Ａ－２レジ改修型  

1. レジ改修費 補助金上限額 1台あたり上限 20万円 

2. 商品マスタのフォーマット改修や設定変更に要する費用 上限額は1と同様 

3. レジ専用ソフトウェアの改修費用 上限額は1と同様          

  補助率は、1～3の全てが3分の2です。 

 

Ｂ－１受発注システム・指定事業者改修型 

 

（小売事業者等の）発注システムの場合 上限額は1,000万円 

（卸売事業者等の）受注システムの場合 上限額は150万円 

  発注システムと受注システム両方の場合 上限額は1,000万円 

 補助率は全て3分の2です。 

 

Ｂ－２受発注システム・自己導入型 Ｂ－１と同様になります。 

 

＜出典＞ 

軽減税率 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/05.pdf 

軽減税率対策補助金 http://kzt-hojo.jp/ 

よくわかる 消費税 軽減税率制度 国税庁 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-

112.pdf 

まるわかり 軽減税率 https://keigen.smaregi.jp/ 
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葵労務管理事務所 鍵谷 辰也     

未適用事業所の適用促進強化 

 全ての法人事業所（事業主のみの場合も含む）と、５人以上の常勤労働者のいる個人事業所

（一部の業種を除く）は、役員及び一般労働者を健康保険・厚生年金保険の被保険者として資

格取得の届出を行う義務があります。特に常勤者（目安は週３０時間以上の勤務者）５人未満

で開業した個人事業所は、従業員が増加し、常勤者が５人以上いることが常態となった場合に

は、届出が必要となることを留意しておいて下さい。 

◆社会保険未適用事業所に対する適用促進 

 上記の事業所で法的に資格取得すべき人がいながら、違法にその適用・資格取得届をしてい

ないと思われる事業所が未だに多数あり、国は強力な指導に乗り出す方針であることを発表し

て３年が経過しました。対象事業所の抽出については、厚生労働省が国税庁の所有している事

業所情報の提供を受け、従業員へ給与を支払っていることを把握して、社会保険未適用事業所

との照合を行い、適用促進の取組を進めてきましたが、その指導は急激に厳しさを増してきま

した。 

 従来は、事業所へ通知を行い、回答を受け、自主的な届出を事業所に促すことで終わらせて

いましたが、近年は再度「通知案内文書」を送付し、それに対する回答や届出が無い場合には

年金事務所への「来所通知書」を発信し、正当な理由もなく来所の無い事業所へは、本来の保

険取得すべき人々の権利を保護するため、法的措置として立ち入り検査・指導を行い、最終的

に強制加入させる方針です。 

◆保険資格取得者の要件  

 取得要件については、法人の役員と一般労働者で基準が異なります。 

①法人の役員の場合・・・勤務時間・日数に関係なく原則として社会保険の取得義務がありま 

 す。ただし、次の場合は例外的に保険取得の対象外となります。 

 ・常勤役員であるが、役員報酬が０円の場合。又は７５歳以上の後期高齢者の場合。 

  法人の事業主たる代表者（代表取締役等）については、「非常勤」という形態はとれない 

 ため、役員報酬が０円である場合や、７５歳以上であること以外は必ず保険取得する必要が 

 あります。（非常勤の役員は、報酬額が有りのとき保険取得者となる場合があります。） 

②一般労働者の場合・・・常勤者は保険取得者となります。パートタイマーが保険取得者とな 

 る判断基準は、常勤者の労働時間数・日数の何れも４分の３以上働いている場合に保険取得 

 者となります。つまり、１日の基本労働時間が８時間で、週５日勤務の週４０時間の会社な 

 らば、その４分の３である週に３０時間（※）ほどの勤務であれば保険取得者になります。 

（※）平成２８年１０月からは従業員が５０１人以上の会社では週２０時間以上が目安です。 


